
対象者

内　容

負担金

　　

 　心臓病の発作など緊急事態発生が予測される、虚弱高齢者や身体障害者の方を対象に、緊急ボ

タンひとつで消防署（119番）に通報が届く装置の設置及び無料貸与のサービスです。緊急時に

救急車の誘導や救急隊員への手助けをしてくれる協力員（近所の方）の登録が必要となります。

人感センサーを付加する事もできます。在宅介護支援センターへの相談も、ボタン一つでつなが

対象者

設置要件

負担金

【在宅福祉サービス利用申請書・印かん】

　自宅で寝たきり又は、重度の認知症等のため、紙おむつ等が必要な方に紙おむつ券を支給

します。なお世帯や本人の市民税課税状況により給付額が、また本人の状態により該当・非

該当が決まります。

対象者

内　容

給付額

１食４００円（金額は変わることがあります）

ります。

一人暮らし、高齢者世帯等で、緊急事態の発生が予測される方

ＮＴＴアナログ回線（光回線の方も設置可能です
が、停電時に使用が出来ません）

工事費相当（住民税非課税世帯は無料・相談ボタ
ン利用にかかる電話代は本人負担です）

   食の自立の観点から、配食サービスを行います。十分な支援が得られない事により健康保持が

困難な方に夕食の配達によって食の自立支援を行います。食生活の改善・健康増進を図るととも

に、利用者の安否確認も行います。

食事を適切に取りにくい方、一人暮らし、高齢者障害者世帯等

夕食のみ（最大毎日　盆・正月も有り）　

月に一回、おむつ等を納入業者から配達　支給した紙おむつ券と交換
で紙おむつ等を受け取ります（入院・入所等の方は受けられません）

市民税課税世帯の非課税者は3,000円、市民税非課税世帯の者は6,000円分

寝たきり又は、重度の認知症等のある方でおむつ等が必要な方　市民税非課税の方

【在宅福祉サービス利用申請書】

【配食サービス現状届出書（要件により必要)】

豊前市高齢者在宅福祉サービス
（健康長寿推進課）

食の自立支援サービス（配食サービス）

緊急通報装置貸与サービス

紙おむつ券給付サービス

【緊急通報装置利用申請書】 【民生委員意見書】

【人感センサー利用申請書】
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介護している方を対象に慰労金を支給します。

支給対象者

要介護高齢者

内　容

※支給対象者及び要介護高齢者ともに、市に支払う税金等に未納がある場合は対象になりません。

　　　　　　　　　　　自宅で寝たきり又は、重度の認知症などで、外出して理髪ができない方

　　　　　　　　　　が対象です。自宅まで訪問して、理髪をおこないます。

対象者

内　容

負担金 理髪代実費

　自宅で重度の要介護高齢者を介護している家族を１年以上にわたり

要介護高齢者の方を、同一敷地内で介護している方　介護者、要介護
者ともに豊前市に住所を有する者で住民税非課税世帯の方

申請日の1年以上前から次の状態にある方
・介護保険の要介護認定が要介護３・４・５、または要介護２で
　「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の方
・介護保険のサービスを受けなかった方
（福祉用具の利用、住宅改修、年間10日以内の介護サービスの利用は
　除く）
・医療機関への入院が過去1年間に、通算して31日未満の方

１人当たり年１回１０万円支給

寝たきりまたは重度の認知症のある方（施設・病院
等に入っている方は受けられません）

１年間に４回まで訪問料無料で利用できます

訪問理髪サービス 【在宅福祉サービス利用申請書・印かん】

家族介護慰労金 【家族介護慰労金支給申請書】



　

受けたいサービスの詳しい内容をご確認の上、市健康長寿推進課の窓口で申込んでくだ

さい。民生委員、各支援センターで申請代行も行っていますので、ご相談ください。

（注：印鑑が必要なサービスがあります）

受付後、ご本人の状態や税情報を確認しサービスを開始します。（なお、各種サービス

において、介護保険の認定状況・年齢・家族の状況などにより、対象にならない場合があり

ます。）

＊申請等の手順＊

豊前市では住み慣れた地域で高齢になっても、また支援が必要になっても

安心して暮らせるよう様々な事業を行っています。ご家族・ご近所の方で

「高齢で一人暮らし、なにかと不安、介護の相談」など生活に心配ごとのあ

る方がおられましたら、下記の相談窓口へご相談ください。

豊前市地域包括支援センター

吉木９５５番地(健康長寿推進課内） ℡８４－０１２０

ケアハイツぶぜん 在宅介護支援センター（八屋・大村・千束地区）

千束１５７－２ ℡８２－１２７７

亀保の里在宅介護支援センター（宇島・三毛門・黒土地区）
鬼木６３－１ ℡８３－００６４

豊前サンビレッヂ 在宅介護支援センター（岩屋・合河・横武・山田・角田地区）
下川底１７０ ℡８８－３１２３

各地域の民生委員(豊前市ホームページに名簿掲載）
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豊前市役所 健康長寿推進課 生涯現役推進係

吉木９５５番地(20番窓口） ℡８２－８１１２(直通）各
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